


事業概要 2

自動運転の社会実装に向けたデジタルインフラ整備事業

①5.9GHz帯V2X通信の早期導入に向けた
環境整備事業

②携帯電話基地局高度化支援事業

執行スキーム 総務省 → 基金設置法人 → 民間事業者

設置期間 助成期限：令和９年度末、設置期限：令和１０年度末

定義

大臣が別に定める地域において、5.9GHz帯V2X通信実験試験
局を用いた自動運転の社会実装に向けた実証事業等の実施に
当たり、当該無線局の無線設備から発射される電波の影響によ
り、地上系によるデジタル方式のテレビジョン放送（以下「地上
デジタルテレビ放送」という。）の受信の障害が発生するおそれ
がある場合において、当該地上デジタルテレビ放送の受信障害
を防止することを目的として、当該地上デジタルテレビ放送用施
設及び設備を整備する事業であって、民間事業者等が行うもの

大臣が別に定める地域において、自動運転の社会実装に向け
た実証事業等の実施を予定する道路上の一部で、高度な電波
の能率的な利用に資する技術を用いて行われる携帯電話の無
線通信（以下「高度化無線通信」という。）を行うために、当該高
度化無線通信に必要な無線通信用施設及び設備を設置する事
業であって、無線通信事業者（無線通信を行う電気通信事業者
をいう。以下同じ。）又はインフラシェアリング事業者が行うもの

大臣が別に
定める地域

東北総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局及び近畿
総合通信局の管轄区域に含まれる都府県の全域に加え、今後
策定される「デジタルライフライン全国総合整備計画」（改訂が
あった場合には改訂後の内容を含む。）において、自動運転の
社会実装に向けた実証事業等の実施を予定する地域が含まれ
る道県の全域

新東名高速道路及び東北自動車道の周辺概ね１ｋｍ以内の区
域に加え、今後策定される「デジタルライフライン全国総合整備
計画」（改訂があった場合には改訂後の内容を含む。）において
自動運転の社会実装に向けた実証事業等の実施を予定する道
路の周辺概ね１ｋｍ以内の区域

補助率 定額

１／２
無線通信事業者が複数者共同で実施する場合又は

インフラシェアリング事業者が実施する場合にあっては、

２／３


